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Ⅰ．はじめに  

1．これまでの経緯   

○ がん検診は、わが国では昭和30年代から一部の先駆的な地域における保  

健活動として開始され、その後、全国的な取組として普及し、がん予防対策の  

中心的役割を担うことになった。なかでも昭和57年度から実施された老人保  

健法に基づく医療等以外の保健事業（以下「老人保健事業」という。）によって  

全国的に体制の整備がなされ、住民に身近な「市町村で実施されるがん検  

診」として定着してきた。  

○ 老人保健法に基づくがん検診は、昭和57年度から胃がん検診及び子宮頚   

部がん検診が実施され、昭和62年度からは肺がん検診、乳がん検診及び子   

宮休部がん検診が、平成4年度からは大腸がん検診が、それぞれ追加・実施   

されてきた。  

○ 老人保健法が制定された昭和57年度以降、がん検診は、市町村の義務的   

な事業として実施され、その責用の3分の1ずつを国、都道府県及び市町村   

が負担してきたが、平成10年度からは、市町村が独自の財源の中で、自ら企   

画・立案し、実施する事業として位置づけられるようになった。厚生労働省にお   

いては、地域においてがん検診が適切に実施されるよう、「がん予防重点健   

康教育及びがん検診実施のための指針」（平成10年3月31日老健第64号、   

以下「がん検診指針」という。）を定め、その後も必要な改正（平成12年3月31   

日老健第65号、平成16年4月27日老老発第0427001号、平成17年4月  

1日老老発第0401001号、平成18年3月31日老老発第0331003号）を行う   

とともに、「有効性評価に基づくがん検診ガイドライン」を作成するなど技術的   

な助言を行ってきた。  

○ しかし、一般的にこれらのがん検診については、   

① 実施方法や対象年齢について、死亡率減少効果の観点からの有効性評  

価が十分に実施されていないこと   

②精度管理が十分になされていないこと   

③検診の受診率が低いこと   

等の問題点が指摘されてきた。  

○ 平成15年に策定された「第3次対がん10か年総合戟略」では、がんの羅患   

率と死亡率の激減を目指して、がん研究の推進や、質の高いがん医療の均て   

ん化を図ることなどを目的としている。同戦略の中では「がん予防の推進」が   

柱の一つとなっており、今後、同戦略に基づき、がんの有効な予防法の確立、  
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国民に対するがん予防に関する知識の普及、最新の研究成果に基づくがん  

検診の効果の向上等を推進していくことが求められている。  

○ このような中、平成15年12月に老健局内に設置された本検討会において、   

これまで「老人保健事業に基づく乳がん検診及び子宮がん検診の見直しにつ   

いて（平成16年3月）」、「老人保健事業に基づく乳がん検診及び子宮がん検   

診における事業評価の手法について（平成17年2月）」、「老人保健事業に基   

づく大腸がん検診の見直しについて（平成18年3月）」、「市町村事業における   

胃がん検診の見直しについて（平成19年6月）」「市町村事業におけるがん検   

診の事業評価の手法について（胃がん・子宮がん・乳がん・大腸がん検診）  

（平成19年6月）」を取りまとめてきた。  

○ 平成19年6月からは、我が国における男性の死亡率1位を占める肺がん検   

診について検討を開始し、平成19年12月までの3回にわたる検討を経て、   

今般、中間報告をとりまとめた。  

2．がん対策基本法におけるがん検診   

○ 平成18年6月、「我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を  

収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっ  

ている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に  

かんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を  

定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、  

並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対  

策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推  

進することを目的」として、がん対策基本法が制定された。  

○ がん対策基本法の基本理念は、「がんの克服を目指し、がんに関する専門   

的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療   

等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させ   

ること」、「がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基   

づく適切ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）を受けることができるよ   

うにすること」、「がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊   

重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備   

がなされること」とされている。  

○ がん対策基本法の中では、がん検診について以下のように定められてい  

る。  
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○ 第四条には、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国   

との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を   

策定し、及び実施する責務を有する」と地方公共団体の責務が記されている。  

○ 第五条には、「医療保険者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七   

条第七項に規定する医療保険者をいう。）は、国及び地方公共団体が講ずる   

がんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する普及啓発等の   

施策に協力するよう努めなければならない」と医療保険者の責務が記されて   

いる。  

○ 第六条には、「国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及   

ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払う   

よう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならな   

い」と国民の責務を定めている。  

○ 第十三条では、「国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、が   

ん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医   

療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図る   

ために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、   

がん検診に関する普及啓発その他の施策を講ずるものとする」とがん検診の   

質の向上及び受診率向上に関する国及び地方公共団体の役割について善か   

れている。  

○ このように、がん対策基本法では、がん検診について、国及び地方公共団   

体8）役割だけではなく、国民の責務も定めている。  

○ さらに、平成19年6月にはがん対策基本法第9条第5項の規定に基づ   

いて「がん対策推進基本計画」が閣議決定された。  

○ この「がん対策推進基本計画」は、「がんによる死亡者数の20％減少」及   

び「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の   

維持向上」を10年以内に実現することを全体目標としており、その中で   

は、死亡者数の減少に向けた方策の一つとして、がん検診に関する次の   

目標が掲げられている。  
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【がん検診に関する個別目標（「がん対策推進基本計画」より抜粋）】  

がん検診の受診率について、欧米諸国に比べて低いことも踏まえ、効  

果的・効率的な受診間隔や重点的に受診勧奨すべき対象者を考慮しつつ、  

5年以内に、50％以上（乳がん検診、大腸がん検診等）とすることを  

目標とする。  

また、すべての市町村において、精度管理・事業評価が実施されると  

ともに、科学的根拠に基づくがん検診が実施されることを目標とする。  

なお、これらの目標については、精度管理・事業評価を実施している市  

町村数及び科学的根拠に基づくがん検診を実施している市町村数を参考  

指標として用いることとする。  
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Ⅱ．検討の視点   

○ 本検討会においては、わが国の市町村事業における肺がん検診のあり方を検   

討するに当たり、以下の事項を特に重視して検証を行うこととした。  

1．対策型検診と任意型検診について   

○ がん検診には目的や性格が違う対策型検診と任意型検診がある。  

○ 対策型検診について  

・目的は対象集団の死亡率を下げることであり、対象者は一定の集団として  

定義される。  

・予防対策として行われる公共的な医療サービスであり、多くの場合は責用  

の一部に公的な資金が充てられる。  

・対象集団全体の利益と不利益のバランスに基づき判断される。  

・典型例は市町村が提供する住民検診である。  

○ 任意型検診について  

・目的は個人の死亡リスクを下げることであり、対象者は特に定義されない。  

・提供者は特定されず、医療機関、検診機関等が任意に提供し、責用は基  

本的に全額自己負担である場合が多い。   

■ 個人のレベルでの利益と不利益のバランスに基づき判断される。  

・典型例は医療機関、検診機関での人間ドックである。  

2．検診による死亡率減少効果と不利益   

○ 有効性の検討に際しては、これまでの本検討会における他のがん検診に関  

する検討と同様に、「新たながん検診手法の有効性評価（平成13年3月、が  

ん検診の適正化に関する調査研究班、主任研究者：久道茂）」にならって、死  

亡率減少効果を第一の指標とし、さらに検診による不利益についても考慮に  

入れることとした。  
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Ⅲ．現状と課題  

1．肺がんに関する現状  

（1）肺がんの性質  

○ 肺がんのリスク要因としては喫煙が大きく、日本人を対象にした疫学研究  

では、非喫煙者に対する喫煙者の肺がんリスクは男性で4．4倍、女性で2．8  

倍であった。また、受動喫煙によって肺がんのリスクが20～30％程度高くな  

ると推計されている。  

○ 肺がんは、肺および気管、気管支を起源として発生する悪性腫癌であり、   

局所に限局したものは早期がんとされるが、進行にともなって肺内転移をき   

たすほか、癌性胸膜炎や肺門・縦隔■鎖骨上裔リンパ節への転移、脳・骨・   

骨髄等への遠隔車云移を生じる。  

○ がんには組織の形態の違いにより、分化度の違いがあり、未分化や低分   

化ながんほど、浸潤や発育が早く予後が悪いと言われている。肺がんの組   

織型は腺がん、扁平上皮がん、小細胞がん、大細胞がんの順に頻度が高く、   

この4つでほぼ全てを占める。  

○ 肺がんの一般症状は、咳、血痕、胸痛、息切れ、嘆声、発熱などであり、   

風邪等と区別がつかないことが多い。また、がんの進展・増大に従って種々   

の症状が出現するが、非特異的症状が多く、検診による早期発見が重要に   

なってくる。  

（2）肺がんの羅患及び死亡の状況  

○ 羅患率については、年齢調整罷患率（人口10万人当たり、昭和60年モデ  

ル人口による）では、男性は増加傾向が続いていたが、近年ではほぼ横ば  

いとなっており、平成13年には56．5、女性は増加傾向が続いており、平成  

13年には18．6となっている。  

○ 死亡率については、年齢調整死亡率（人口10万人当たり、昭和60年モ   

デル人口による）は男女とも近年ほぼ横ばいであり、平成17年において、   

男性は44．8、女性は11．8である。また、特に男性では罷患率と死亡率とが   

ほぼ平行に推移している。  
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（3）肺がんの予後  

○ 肺がんの予後は概して不良であり、手術をした場合の非小細胞肺がんの  

5年生存率は病期Ⅰ期で70％、Ⅱ期で50％、ⅢA期で25％とされている。  

手術が適切でないⅢ期で放射線療法と化学療法を受けた場合、5年生存率  

は15～20％、Ⅳ期で化学療法を受けた場合の1年生存率が50～60％であ  

る。  

○ 小細胞肺がんについて、限局型で放射線療法と化学療法の合併療法を   

受けた場合の5年生存率は25％、進展型で化学療法を受けた場合の3年生   

存率は約10％である。  

2．市町村事業における肺がん検診の現状と課題  

（1）がん検診指針に定めている肺がん検診の実施方法  

○ 肺がん検診は40歳以上の者を対象に、年1回実施している。  

○ 肺がん検診の検診項目は問診、胸部エックス線検査及び喀癌細胞診であ   

る。  

（2）肺がん検診の実績  

○ 市町村事業における肺がん検診（スクリーニング検査）の受診者数は、昭  

和62年度の約266万人から平成17年度には約754万人に達しているが、  

受診率は22．3％（男性18．8％、女性25．0％）にとどまっており（平成17年度地  

域保健・老人保健事業報告）、地域差はあるものの、全国平均では他のが  

ん検診同様に低い状況にある。  

（参考）その他の調査における肺がん検診の受診率（事業所における検診等、市  

町村事業におけるがん検診以外のがん検診も含む）  

・国民生活基礎調査（平成16年度：推計） 男性16．7％ 女性13．5％  

・内閣府がん対策に関する世論調査（平成19年9月）  

男性45．6％ 女性37．1％  

○ 平成17年度、要精検率は2．8％、精検受診率は71．9％、がん発見率は   

0．05％となっている（平成17年度地域保健・老人保健事業報告）。  

○ 検診受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率等の事業評価の指標   

については、地域差がある。  
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○ 肺がん検診の受診率については、近年横ばいであったが、平成17年度   

の受診率は平成16年度の23．2％から約1％低下した。この受診率低下は、   

旧結核予防法の改正（平成17年4月施行）により、一律的・集団的な定期   

健康診断が見直され、高齢者等の結核を発症しやすい集団に対する検診   

が定期健康診断に位置づけられたことも要因の一つではないかと推測され   

る。  

○ また、競争入札により検診事業者を決めている市町村の中には、実   

施体制や実績等を考慮せず、委託金額のみで委託先を決定する市町村   

もあり、結果として二重読影や比較読影等が行われない、質の低い肺   

がん検診が行われている現状があるとの指摘がなされた。質の高いが   

ん検診を推進するためには、チェックリスト（仕様書）の普及、市町   

村や検診実施機関の事業評価・評価結果の公表等を推進する必要があ   

る。  

（3）諸外国における肺がん検診  

○ 肺がん検診は諸外国（アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、オラン  

ダ、フィンランド）においては実施されていない（平成18年5月現在）。  
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Ⅳ．検討及びその結果に基づく提言  

1．肺がん検診のスクリーニング検査の方法について   

（1）胸部エックス線検査及び喀痍細胞診検査  

○ 胸部エックス線検査と略癌細胞診による肺がん検診については、死亡率  

減少効果を示す相応なエビデンスがあり、対策型検診として、非高危険群  

に対する胸部エックス線検査、及び高危険群に対する胸部エックス線検査  

と喀癌細胞診併用法による肺がん検診を実施することが適当である。  

○ ただし、胸部エックス線検査が肺がんに対する死亡率減少効果を認める   

のは、二重読影、比較読影などを含む標準的な方法を行った場合に限定さ   

れる。標準的な方法が行われていない場合には、死亡率減少効果の根拠   

はあるとはいえず、肺がん検診としては勧められない。また、事前に不利益   

に関する十分な説明が必要である。  

（2）低線量CT  

O 現時点では、低線量CTは死亡率減少効果の有無を判断する根拠が不十  

分であるため、対策型検診として実施することは勧められない。  

○ 低線量CTを用いた肺がん検診の有効性（死亡率減少効果）を評価する   

ためには、ランダム化比較試験（RCT：RandamisedControIStudy）の実   

施が必要。ただし、RCTの対象者をハイリスク者（喫煙男性）に限   

定するのか、それとも非喫煙女性を含めるのか等について様々な意見   

があった。対象者の範囲によって必要なサンプルサイズ及び調査研究   

に要する期間が異なることから、適切な調査デザインについて引き続   

き検討が必要。  

○ 併せて、低線量CTは従来の胸部エックス線検査と暗療細胞診の併用   

法と比較して受診者の不利益（過剰診断やエックス線被曝）が大きく、   

かつコストが高い。有効性が証明された場合であっても本検査を対策   

型検診に位置づけるにあたっては、これら不利益やコストも含め総合   

的に検討する必要がある。  

2．検診間隔について  

○ 肺がん検診に関しては、過去に国内で行われた調査研究の結果、2年前  

の検診は有効でないとの結果が得られていること等を考慮し、現時点では、  

当面、従来通り逐年検診とすることとする。  
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3．検診の対象年齢について   

○ 現時点での科学的根拠に基づく有効性の観点から、検診対象は40歳以  

上とするのが適当。  

○ ただし、がん検診の精度管理の向上、受診率向上等の観点から、例えば英   

国において乳がん検診が50歳～64歳に集中的に実施されていること等を参   

考に、ある年齢層等（ターゲット層）に絞って重点的に精度管理・受診勧奨を行   

うといった取組が必要なのではないかとの意見もあった。我が国においてター   

ゲット層を設定する場合には、罷患率、死亡率等を考慮することとなるが、例   

えば肺がん検診については60歳から69歳の者や喫煙男性をターゲット層と   

して実施することもあり得る（受診の機会は40歳以上全ての者とし、事業評価   

についてはターゲット層を対象に重点的に行う）。  

○ ターゲット層の考え方については、他のがん検診に共通する事項であるから、   

改めて議論することが望まれる。  

肺がん検診に関する提言   

①検査方法  

○ 胸部エックス線検査及び喀癌細胞診によるものとする。   

② 受診間隔  

01年に1度とする。   

③対象年齢  

0 40歳以上とする。  

※がん検診の精度管理の向上、受診率向上等の観点から、羅患率や死亡率   

等を考慮した上で、例えば性・年齢や喫煙歴等に着目し、重点的に精度管   

理・受診勧奨を行うといった方策も検討。  
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Ⅴ．おわりに  

○ 肺がんは進行すると予後不良なため、早期発見によって速やかに治療を開始   

することが重要であり、肺がん検診の役割は大きい。  

○ 本報告書は、肺がんの死亡率の減少を目指して、最新の知見に基づき、効   

果的な肺がん検診体制を確立することを目的として取りまとめられた。  

○ 国、都道府県及び市町村においては、本報告書を踏まえ、肺がん検診の実   

施体制等の整備を行うとともに、医療関係者及び国民への普及啓発など具体   

的な方策を検討・実施することを期待する。  

○ また、検診実施機関を含む肺がん検診に従事する関係者は、さまざまな機   

会を通じて、肺がん検診の重要性に関する普及啓発に努めるとともに、国民   

が希望する「効果のあるがん検診」の実施に向けて積極的に取り組むことを   

期待する。  

○ さらに、本報告書を契機として、国民一人ひとりが、がんの予防について   

の知識を高め、自らがんの発生を予防する活動を実践することを願うもので   

ある。  
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図 表   

図1性別 肺がん年齢調整羅患率 年次推移  

肺がん罷患率の推移（男性）  

0
 
 

0
 
 

2
 
 

（
在
県
O
L
ロ
Y
）
掛
咄
娃
剥
弼
溢
廿
 
 

｛
U
 
 

0
 
 

O
 
 

O
 
 
 

8
 
 

O
 
 

▼－  N 〔り  寸  の   廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 の （♪ l、 （○  の ⊂〉          U＞  ト  t；○  の ⊂〉  － N  一つ 寸  u） （○  ト ○：l の  ⊂〉 ，－  
ト  ト  ト  ト  ト qO の 【○ 亡O q〉 （○ 【O q〉 ■○ の の  の の  の の  の の  の の の  ⊂〉 くっ  
の  の （わ の  の  の  の  の の  の  の  の  の  の  の の  の の  の くn  の の  81 の  の  ⊂〉  ⊂〉  
▼＿  ▼＿  ▼＿  ▼＿ ，＿ ・．＿  －  ▼－  ▼■  ▼－  ▼－  ▼－ ・■ ・■  －  ■－ ・l－ ・■・ ▼－  ▼－  ▼－  ▼－  ▼ ・■  ヽ－・ N N  

出典二地域がん登録全国推計によるがん羅患データ（1975年～2001年）、地域がん登録全国推計値、   
全国推定年齢調整罷患率（昭和60年モデル人口使用）、国立がんセンターがん対策情報センター  

肺がん羅患率の推移（女性）  

（
接
R
O
L
巳
Y
）
掛
職
吐
削
語
垢
廿
 
 

20．0  

廿 廿 廿 甘 せ 廿 甘 廿 廿 廿 廿 廿 甘 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 せ 甘 廿 廿 廿 廿 の  t∂  r、 （○  の  ⊂〉 ，－  N M  寸  Ln ‘β  ト  中  の  D ・－  N M  寸 lの  く○  ト  ○つ  仇  ⊂〉  ●一  
「、 ト  ト  ト  ト  ⊂0  0さ  の  ∞  ○｝  ∞  ○） ⊂ウ  ⊂○  ⊂0  8） の  の  の  の  の  の  の  の  8｝  ⊂〉  ⊂）  
の  n  ¢  の  の  仇  の  偶  ○） の  の  由  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の  仇  の  ⊂I ⊂⊃  
，＿  ，＿ ，＿ ，＿  ，＿ ，＿  －■  ▼－  ，■  ▼－  ▼－  ▼－  ▼－  ▼－  －－  ▼一  一一  ▼－  ▼－  ■  ▼－  －－  ▼－ ，－  ▼－  t｝  N  

出典：地域がん登録全国推計によるがん罷患データ（1975年～2001年）、地域がん登録全国推計値、   
全国推定年齢調整罷患率（昭和60年モデル人口使用）、国立がんセンターがん対策情報センター  

中間報告（案）   14  



図2 性別 年齢階級別肺がん羅患率  
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人口10万対（人）   

す浄J幣為幣聯 
年齢階級  

出典二地域がん登録全国推計によるがん羅患データ（1975年～2001年）、地域がん登録全国推計  
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図3 性別 肺がん年齢調整死亡率 年次推移  

肺がん死亡率の推移（男性）  
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図4 性別 肺がん年齢階級別死亡率  
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図5 性別 肺がん年齢階級別死亡率 年次推移  

肺がんの年齢階級別死亡率の推移（男性）  
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図6 性別 肺がんの羅患率と死亡率  

（対人口10万人）  
肺がんの罷患率と死亡率（男性）  
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人口動態統計（1975－2005年）  
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図7 市町村における肺がん検診の都道府県別受診率  

肺がん検診の都道府県別受診率（％）  

平成17（2005）年度：肺がん検診 受診率  

大 分 県   52．2   62．9   64．8   

山 形 県   40．4   41．9   46．2   
宮 城 県   50．3   51．8   46．0   

静 岡 県   52．3   47．8   45．7   

福 島 県   45．2   42．1   43．6   

岡 山 県   50．4   47．7   43，6   

佐 賀 県   39．2   37．6   43．5   
富 山 県   46．5   45．4   42．2   
山 梨 県   47．5   45．7   40．2   
新 潟 県   44．7   43．7   38．5   

岩 手 県   41．7   40．5   37．6   
32．0   36．3   36．0   群 馬 県  

熊 本 県   37．1   36．7   35．4   
愛 知 県   33．2   34．2   35．2   

千 葉 県   34．5   34．2   34．7   
茨 城 県   35．5   34．8   33．7   

秋 田 県   34．6   30．0   33．6   

栃 木 県   33．0   32．7   32．6   
香 川 県   36．1   33．5   30．5   

県   30．9   29．8   29．6   

和歌山県   32．4   32．3   29．3   
福 井 県   29．1   28．8   29．2   
岐 阜 県   27．2   25．2   28．1   

鳥 取 県   35．8   34．6   28．1   
石 川 県   28．3   2臥6   26．7   
高 知 県   44．1   41．3   26．7   
山 口 県   32．0   33．9   26．5   

長 崎 県   27．5   26．6   24．3   

鹿児島県   16．9   18．4   24．3   
沖 縄 県   25．5   24．8   23．1   

兵 庫 県   25．4   22．4   22．6   

島 根 県   31．6   26．0   22．6   

全   国   23．7   23．2   22．3   
愛 媛 県   24．8   24．5   19．6   

長 野県   23．8   21．0   18．7   

広 島 県   17．1   16．6   16．1   
埼 玉 県   15．4   15．4   16．0   

17．6  17．5  15．4   

神奈川県   15．8   15．7   15．2   

北 海 道   16．7   15．9   15．1   

00   100   20 0   30 0   40．0   500   60 0   70 0  

受診率（受診者数／対象者数 ％）  

出典：地域保健・老人保健事業報告  

※大分県についてはデータ入力ミスがあり、  

正しくは受診率51．6％（平成17年度）  
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図8 市町村における肺がん検診の都道府県別実績  

肺がん検診の都道府県別実績 平成17（2005）年度  

出典：地域保健・老人保健事業報告  
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図9 がん検診別実績  

がん検診別実績 平成17（2005）年度  

子宮がん  乳かん  
胃がん  大腸がん  視触診方式及び  

肺がん  
頚部   （再掲）休部  視触診方式  マンモグラフイ   

対象者数（人）  35．040．257   30．391，081  33，764，623   

5．753，490  3，366．460  

受診者数（人）  4．344，918  6．630．503  

H16年受給者3－965．402  H用年受診者2．701．550  
H17年受給者3．439．094  Ht7年受診者1．604．557  
2年連続受診者1，65＝）06   2年選械・受診者945．647   

受診率（％）   12．4   18．1   18．9   1．0   17．6  22．3   

要精検率   10．82％   7．18％   4．92％   8．91％   

精検受診率   74．62％  54．55％   62．63％  48．559も   74．03％   79，89％  71．91％   

陽性反応的中度   1．84％   4．23％   7．57％  15．07％   3．85％   2．36％   

がん発見率   0．15％   0．17％   0．06％  0．09％   0．14％   0．27％   0．05％   

※子宮がん、乳がん（視触診方式及びマンモグラフイ）検診の受診者数：「当該年度受診者数」＋「前年度受診者数」－r2年連続受診者数」  

出典：地域保健・老人保健事業報告  

図10 調査種別 肺がん検診受診率  

調査別肺がん検診受診率（40歳以上）  

国民生活基礎調査  1年以内  2年以内  

（1年以内）※2  がん対策に関する世論調査※3  
地域保健・老人保健事業報告※1  

※1平成17年度地域保倣・老人保健事業観告（厚生労働省大臣官房統計情報部朋ぺ）より、子宮がん・乳がんについては2年以内、それ以外については1年以内  

※2平成16年度国民生活基堤明査に基づき計算（但東冥第2巻第34表より「総軌を母数とし、低廉票第2巻第44表より各がん挨拶受給状況を分子として用し、た）  

※3平成19年9月がん対策に関する世論調査（内閣府大臣官房政府広報室朋べ）よリ  
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がん検診に関する検討会における検討経緯  

第16回検討会（平成19年6月26日）   

○ 肺がん検診の実施状況等について   

○ 肺がん検診の有効性の評価について  

ヒアリング  

低線量CTを用いた肺がん検診の有効性評価研究の状況  

（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター  

調査部疫学課長 中山 富雄 参考人）  

第17回検討会（平成19年9月10日）   

○ 肺がん検診の現状等について  

ヒアリング  

岡山県における肺がん検診の現状  

（岡山県健康づくり財団 西井 研治 委員）  

肺がんCT検診の有効性評価研究について  

（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター  

調査部疫学課長 中山 富雄 参考人）  

○ 肺がん検診に関する事業評価、精度管理の在り方について  

第18回検討会（平成19年12月11日）   

○ 中間報告書（案）について  
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肺がん検診事業評価のためのチェックリスト  

肺がん検診のためのチェックリスト（検診機関用）  

肺がん検診のためのチェックリスト（市町村用）  

肺がん検診のためのチェックリスト（都道府県用）  

仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目（肺がん検診）  

○ 本検討会では、平成19年6月に「市町村事業におけるがん検診の事業評価   

の手法について（胃がん・子宮がんt乳がん・大腸がん検診）」をとりまとめ、そ   

の中で、がん検診の事業評価に関する国、都道府県、市町村及び検診実施機   

関の役割をとりまとめるとともに、「事業評価のためのチェックリスト（胃がん・子   

宮がん・乳がん・大腸がん検診）」を示した。  

○ 今般、上記に加え「肺がん検診事業評価のためのチェックリスト」をとりまとめ   

た。このチェックリストの活用方法や事業評価の手法については、上記報告書   

を参照いただきたい。  

（※）「市町村事業におけるがん検診の事業評価の手法について（胃がん・子宮がん・  

乳がん・大腸がん検診）」（平成19年6月）  

http：／／www．mhlw．gojp／shingi／2007／05／sO531－8．htmt  
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ヽl  

肺がん検診チェックリスト  

肺がん検診のためのチェックリスト【検診機関用】   

1．問診および撮影の精度管理  

（1）検診項目は、問診、胸部×線検査、および喀疾細胞診を行っているか  

（2）問診は喫煙歴および血疾の有無を聴取しているか  

（3）問診記録は少なくとも5年間は保存しているか  

（4〉要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを事前に明確に知らせているか  

（5）精密検査の方法や内容について説明しているか  

（6）精密検査の結果の市町村への報告などの個人情報の取り扱いについて、受診者に対し十分な説明を行っているか  

（7）禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普及を行っているか  

（8）肺がん診断に適格な胸部X線撮影を行っているか 注1）  

（9）撮影機器の種類（直接・間接撮影、ミラー・Ⅰ．Ⅰ．方式等）、フイルムサイズを明らかにしているか 注2）  

（10）1日あたりの実施可能人数を明らかにしているか  

2．X線読影の精度管理  

（1）2名以上の医師によって読影し、うち一人は十分な経験を要した呼吸器または放射線の専門医を含めているか  

（2）2名のうちどちらかが「要比較読影」としたものは、過去に撮影した胸部×線写真と比較読影しているか  

（3）比較読影した症例数を報告しているか  

（4）×繰写真は少なくとも3年間は保存しているか  

（5）X線検査結果は少なくとも5年間は保存しているか   

3．喀疾細胞診の精度管理   

（1）喀癌細胞診は、年齢50才以上喫煙指数400もしくは600以上、あるいは年齢40才以上6ケ月以内に血痕を有したもの、その他職業性など高  
危険群と考えられるものに行っているか  
（2）細胞診の業務を委託する場合は、その委託機関（施設名）を明記しているか  

（3〉採取した喀疾は、2枚のスライドに塗沫し、湿固定の上、′くパニコロウ染色を行っているか  

（4）固定標本の顕微鏡検査は、日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して行っているか 注3）  

（－5）がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行っているか  

（．6）標本は少なくとも3年間は保存しているか  

（フ）喀疾細胞診検査結果は少なくとも5年間は保存しているか  

4．システムとしての精度管理  

（：1）精密検査結果及び治療結果の報告を、精密検査実施機関から受けているか 注4）  

（：2）診断のための検討会や委員会（第三者の肺がん専門家を交えた会）を設置しているか  

（二3）都道府県がプロセス指標（受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度）に基づく検討ができるようデータを提出してい  

るか  

（：4）実施主体へのがん検診の集計・報告は、標準的な内容で集計しているか  

（：5）実施主体へのがん検診の集計■報告は、旧老人保健事業報告における中間報告のほかに、十分なデータを報告できる時期に最終報告  
を行っているか  

注1）肺がん診断に適格な胸部X線撮影：日本肺癌学会編集、肺癌取り扱い規約 改訂第6版より  

背腹一方向撮影1枚による場合、適格な胸部X線写真とは、肺尖、肺野外側縁、横隔膜、肋骨横隔膜角などを含むように正しく位置づけされ、  
適度な濃度とコントラストおよび良好な鮮鋭度をもち、中心陰影に重なった気管、主気管支の透亮像ならびに心陰影及び横隔膜に重なった肺  
血管が観察できるもの。  

注2）撮影法：日本肺癌学会編集、肺癌取り扱い規約 改訂第6版よリ   

1：間接撮影の場合は、100mmミラーカメラと、定格出力150kV以上の撮影装置を用いて120kV以上の管電圧により撮影する。やむを得ず定格  

出力125kVの撮影装置を用いる場合は、110kV以上の管電圧による撮影を行い縦隔部の感度を肺野却に対して高めるため、希土類（グラ  
デーション型）蛍光板を用いる。定格出力125kV未満の撮影装置は用いない。  
2：直接撮影の場合は、被検者一管球問距離を1．5m以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、120kV以上の管電圧及び希土類システ  
ム（希土類増感紙＋オルソタイプフイルム）による撮影がよい。やむを得ず100？120kVの管電圧で撮影する場合も、被曝軽減のために希土  
類システム（希土類増感紙十オルソタイプフイルム）を用いる。  

3：CRの場合は、120kV以上の管電圧及び散乱線除去用格子比12：1以上を使用して撮影し、適切な階調処理、周波数処理、ダイナミックレンジ  

圧縮処理などを施した画像として出力する事が望ましい。   

注3）日本臨床細胞学全 細胞診精度管理ガイドライン参照   

注4）組織やstage把握のための治療など  
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肺がん検診チェックリスト＋   
肺がん検診のためのチェックリスト【市町村用】   

1．検診対象者  

（り対象者の網羅的な名簿を住民台帳などに基づいて作成しているか  

（2）対象者に均等に受診勧奨を行っているか   

2．受診者の情報管理注1）  

（1）対象者数（推計含む〉を把握しているか  

（2）胸部×線受診者数・喀痍細胞診受診者数を性別・年齢5歳階級別に集計しているか  
（3）個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか  

（3－a）胸部×繰受診者数・嗜癖細胞診受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注2）  

（3－b）胸部X線受診者数・嗜癖細胞診受診者数を検診実施機関別に集計しているか  

（3－C）過去3年間の受診歴を記録しているか   

3．要精検率の把握注1）  

（1）胸部X線受診者・喀痍細胞診受診者の要精検率を把握しているか  

（2）胸部X綬受診者・喀痍細胞診受診者の要精検率を性別・年齢階級別に集計しているか  

（3）胸部×線受診者・喀痍細胞診受診者の要精検率を検診実施機関別に集計しているか  
（4）胸部X線受診者・喀痍細胞診受診者の要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2）   

4．精検受診の有無の把握と受診勧奨注1）  

（1）胸部X線受診者・喀癌細胞診受診者の精検受診率を把握しているか  

（トa）胸部X線受診者・喀痍細胞診受診者の精検受診率を性別・年齢階級別に集計しているか  

（1－b）胸部X線受診者・喀痍細胞診受診者の精検受診率を検診実施機関別に集計しているか  

（2〉胸部X線受診者・喀痍細胞診受診者の精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注2）  

（3）胸部X線受診者・喀癌細胞診受診者の精検未受診率を把握しているか  

（4）精検未受診者に精検の受診勧奨を行っているか   

5．精密検査結果の把握注1）  

（1） 精密検査結果及び治療の結果報告を精密検査実施機関から受けているか  

（2） 過去3年間の精密検査結果を記録しているか  

（3） 精密検査の検査方法を把握しているか  

（4） 胸部X繰受診者・喀痍細胞診受診者のがん発見率を把握しているか  

（4－a）胸部×線受診者・嗜癖細胞診受診者のがん発見率を性別，年齢階級別に集計しているか  

（4－b）胸部X線受診者・嗜癖細胞診受診者のがん発見率を検診実施機関別に集計しているか  

（4－C）胸部X線受診者・喀痍細胞診受診者のがん発見率を受診歴別注2）に集計しているか  

（5）胸部X線受診者・噂痍細胞診受診者の臨床病期t期がん割合（発見がん数に対する臨床病期Ⅰ期がん数）を把握しているか  

（5－a）胸部X線受診者・喀癌細胞診受診者の臨床病期Ⅰ期がん割合を性別・年齢階級別に集計しているか  

（5－b）胸部X線受診者・喝癌細胞診受診者の臨床病期l期がん割合を検診実施機関別に集計しているか  

（5－C）胸部X線受診者・喀癌細胞診受診者の臨床病期Ⅰ期がん割合を受診歴別注2）に集計しているか  

（6）胸部X線受診者・喀癌細胞診受診者の陽性反応適中度を把握しているか  

（6－a）胸部X級受診者・喀痍細胞診受診者の陽性反応適中度を性別・年齢階級別に集計をしているか  

（6－b）胸部X線受診者・喀痍細胞診受診者の陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか  

（6－C）胸部×線受診卦喀痍細胞診受診者の陽性反応適中度を受診歴別注之）に集計しているか  

（7）がん検診の集計の最終報告を都道府県に行っているか   

6．検診機関の委託  

（1）委託検診機関の選定に際し、仕様書を作成・提出させてそれを基に判断しているか  

（2）仕様書に必須の精度管理項目を明記させているか注）（注：別添の「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」参照）  

注1）各項目を検診実施機関に委託して行っている場合を含む  

注2）初回受診者（初回の定義は前年に受診歴がない者）及び逐年検診受診者等の受診歴別  
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ツクリスト  

肺がん検診のためのチェックリスト【都道府県用】  

1．生活習慣病検診管理指導協議会の組織・運営  

（1）肺がん部会は、保健所、医師会、肺がん検診に関連する学会に所属する学識経験者、   

臨床検査技師等肺がん検診に係わる専門家によって構成されているか  

（2）肺がん部会は、市町村が策定した検診結果について検診が円滑に実施されるよう、   

広域的見地から医師会、検診実施機関、精密検査機関等と調整を行っているか  

（3）年に1回以上、定期的に肺がん部会を開催しているか  

（4）年に1回以上、定期的に生活習慣病検診従事者講習会を開催しているか  

2．受診者の把握  

（1）対象者数（推計を含む）を把握しているか  

（2）胸部X綿受診者数・喀痍細胞診受診者数を把握しているか  

（2≠a）胸部X線受診者数（率）・喀癌細胞診受診者数（率）を性別・年齢階級別に集計しているか  

（2－b）胸部X線受診者数（率）・疇疾細胞診受診者数（率）を市町村別に集計しているか  

（2－C）胸部X繰受診者数・喀痍細胞診受診者数を検診実施機関別に集計しているか  

（2－d）胸部X線受診者数・喀痍細胞診受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注1）  

3．要精検率の把握  

（1）胸部X線受診者・喀癌細胞診受診者の要精検率を把握しているか  

（トa）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の要精検率を性別・年齢階級別に集計しているか  

（l－b）胸部×線受診者・喀癌細胞診受診者の要精検率を市町村別に集計しているか  

（トc）胸部×線受診者・喀疾細胞診受診者の要精検車を検診実施機関別別に集計しているか  

（1－d）胸部×線受診者・喀癌細胞診受診者の要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1）  

4．精検受診率の把握  

＝）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の精検受診率を把握しているか  

l：トa）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の精検受診率を性別・年齢階級別に集計しているか  

一：トb）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の精検受診率を市町村別に集計しているか  

1：トc）胸部X繰受診者・喀痍細胞診受診者の精検受診率を検診実施機関別に集計しているか  

こ卜d）胸部X線受診者・喀疫細胞診受診者の精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1）  

こ2）胸部X線受診者・喀疫細胞診受診者の精検未把握率を把握しているか 注2）  

5．精密検査結果の把握  

（り胸部X線受診者・喀疫細胞診受診者のがん発見率を把握しているか  

（卜a）胸部X綿受診者・喀痍細胞診受診者のがん発見率を性別・年齢階級別に集計しているか  

（トb）胸部X線受診者・喀療細胞診受診者のがん発見率を市町村別に集計しているか  

（トc）胸部X緑受診者・喀癌細胞診受診者のがん発見率を検診実施機関別に集計しているか  

（トd）胸部×綿受診者・喀癌細胞診受診者のがん発見率を受診歴別注1）に集計しているか  

（2）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の臨床病期l期がん割合（発見がん数に対する臨床病期l期がん数）を把握しているか  

（2－a）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の臨床病期Ⅰ期がん割合を性別・年齢階級別に集計しているか  

（2－b）胸部X線受診者・喀癌細胞診受診者の臨床病期l期がん割合を検診実施機関別に集計しているか  

（2－C）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の臨床病期l期がん割合を検診実施機関別に集計しているか  

（2－d）胸部X線受診者・喀療細胞診受診者の臨床病期l期がん割合を受診歴別注1）に集計しているか  

（3）胸部×線受診者・喀痍細胞診受診者の陽性反応適中度を把握しているか  

（3－a）胸部X線受診者・嗜癖細胞診受診者の陽性反応適中度を性別・年齢階級別に集計しているか  

（3－b）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の陽性反応適中度を市町村別に集計しているか  

（3－C）胸部×線受診者・喀癌細胞診受診者の陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか  

（3－d）胸部X綿受診者・喀疾細胞診受診者の陽性反応適中度を受診歴別注1）に検討しているか  

（4）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の発見肺がんについて追跡調査を実施しているか。  

（4－a）胸部X線受診者・喀痍細胞診受診者の発見肺がんの追跡所見・病理所見について把握しているか  

（4－b）胸部X線受診者・喀疾細胞診受診者の発見肺がんの予後調査（生存率・死亡率の分析など）を実施しているか  

6．偽陰性例（がん）の把握  

（1）受診者の追跡調査や地域がん登録等により、検診受診後の肺がんを把握しているか  

（2）検診受診後1年未満に発見された肺がん（偽陰性例）を把握しているか  

（3）検診受診後1年以上経過してから発見された肺がんを把握しているか  
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7．がん登録への参加（実施地域のみ）  

（り地域がん登録を実施しているか  

（卜a）地域がん登録に対して、症例を提供しているか  

（1－b）偽陰性例の把握のために、地域がん登録のデータを活用しているか  

（卜c）予後の追跡のために、地域がん登録のデータを活用しているか  

8．不利益の調査  

（り検診受診後6ケ月（1年）以内の死亡者を把握しているか  

（2）精密検査による偶発症を把握しているか  

（2－a）精密検査に伴う気胸や感染症を把握しているか  

（2－b）その他の重要な偶発症を把握しているか  

9．事業評価に関する検討  

（りチェックリストに基づく検討を実施しているか  

（卜a）個々の市町村のチェックリストについて把握・検討しているか  

（1－b）個々の検診実施機関のチェックリストについて把握・検討しているか  

（2）要精検率等のプロセス指標に基づく検討を実施しているか  

（2－a）プロセス指標について、全国数値との比較や、各市町村間、検診実施   

機関問でのばらつきの確認等の検証を実施しているか  

（2－b）プロセス指標において問題が認められた市町村から、聞き取り調査等を実施しているか  

（2－C）プロセス指標において問題が認められた検診実施機関から、聞き取り   

調査等を実施しているか  

（3）チェックリストやプロセス指標において問題が認められた検診実施機関に対して、   

実地による調査・指導等を実施しているか  

（4）実地調査等により不適正な検診実施機関が認められた場合には、市町村に対して   

委託先の変更を助言するなど、適切に対応しているか  

10．事業評価の結果に基づく指導・助言  

（1）事業評価の結果に基づき、指導・助言等を実施しているか  

（1－a）事業評価の結果を報告書に取りまとめ、市町村や検診実施機関に配布しているか  

（1－b）事業評価の結果について、市町村や検診実施機関に対する説明会を開催しているか  

（1－C）事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対して   

個別の指導・助言を実施しているか  

（2）事業評価の結果を、個別の市町村や検診実施機関の状況も含めて、   

ホームページ等で公表しているか  

注り初回受診者（初回の定義は前年に受診歴がない者）及び逐年検診受診者等の受診歴別  

注2）未把握は、報告期限までに（次年度5月末）要精検看で検査結果が判明しなかった者の数。未受診と判明した者は含まない。「地域保  
健・老人保健事業報告の実施について」平成11年3月3日老発第93号、及び「地域保健・老人保健事業報告の一部改正について」平成12年3月  
28日老発第278号より。  
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書に明記すべき必要最低限の精度管  がん検診  

1．検査の精度管理  
検診項目  

□・検診項目は、問診、胸部X線検査、および喀療細胞診とする。   

問診  

ロー問診は喫煙歴及び血痕の有無を必ず聴取する。   

撮影  
口■肺がん診断に適格な胸部X線撮影を行う。注1）   

口・撮影機器の種類（直接・間接撮影、ミラー・l．l．方式等）、フイルムサイズを明らかにする。注2〉  

□・1日あたりの実施可能人数を明らかにする。   

読影  

□・2名以上の医師によって読影し、うち一人は十分な経験を要した呼吸器または放射線の専門医を含めること。  

□・2名のうちどちらかが「要比較読影」としたものは、過去に撮影した胸部X線写真と比較読影する。  

□・比較読影した症例数を報告する。   

喀疾細胞診  

口・喀疾細胞診は、年齢50才以上喫煙指数400もしくは600以上、あるいは年齢40才以上6ケ月以内に血痕を有した  
もの、その他職業性など高危険群と考えられるものに行う。  
□・細胞診の業務を委託する場合は、その委託機関（施設名）を明記する。  

□・採取した喀疾は、2枚のスライドに塗沫し、湿固定の上、パパニコロウ染色を行う。  

□・固定標本の顕微鏡検査は、日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して行う注3）。  

□・がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行う。  

記録・標本の保存  
□・標本、×線写真は少なくとも3年間は保存する。  
口・問診記録・検査結果は少なくとも5年間は保存する。   

受診者への説明   

□・要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを事前に明確に知らせる。  
ロ・精密検査の方法や内容について説明する。  

□・精密検査の結果の市町村への報告などの個人情報の取り扱いについて、受診者に対し十分な説明を行う。  
□・禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普及を行う。  

2．システムとしての精度管理  

ロ・精密検査結果及び治療法4）結果の報告を、精密検査実施機関から受ける。  

□・診断のための検討会や委員会（第三者の肺がん専門家を交えた会）を設置する。  

3．事業評価に関する検討  

口・チェックリストに基づく検討を実施する。  

口・都道府県がプロセス指標（受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度）に基づく検討がで  

きるようデータを提出する。  

4．がん検診の集計・報告  
ロ・実施主体へのがん検診の集計・報告は、基本的に添付の表に記載できる内容で集計する。  
口・実施主体へのがん検診の集計・報告は、旧老人保健事業報告における中間報告のほかに、十分なデータを報  
告できる時期に最終報告を行う。  
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注1）肺がん診断に適格な胸部X線撮影：日本肺癌学会編集、肺癌取り扱い規約 改訂第6版より  

背腹一方向撮影1枚による場合、適格な胸部X線写真とは、肺尖、肺野外側縁、横隔膜、肋骨横隔膜角などを含むよ  
うに正しく位置づけされ、適度な濃度とコントラストおよび良好な鮮鋭度をもち、中心陰影に重なった気管、主気管支  
の透亮像ならびに心陰影及び横隔膜に重なった肺血管が観察できるもの。  

注2）撮影法：日本肺癌学会編集、肺癌取り扱い規約 改訂第6版より  
1：間接撮影の場合は、100mmミラーカメラと、定格出力150kV以上の撮影装置を用いて120kV以上の管電圧により  
撮影する。やむを得ず定格出力125kVの撮影装置を用いる場合は、110kV以上の管電圧による撮影を行い縦隔部の  
感度を肺野部に対して高めるため、希土類（グラデーション型）蛍光板を用いる。定格出力125kV未満の撮影装置は  
2：直接撮影の場合は、被検者一管球問距離を1．5m以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、120kV以上の  
管電圧及び希土類システム（希土類増感紙＋オルソタイプフイルム）による撮影がよい。やむを得ず100？120kVの  
管電圧で撮影する場合も、被曝軽減のために希土類システム（希土類増感紙＋オルソタイプフイルム）を用いる。  
3：CRの場合は、120kV以上の管電圧及び散乱線除去用格子比12：1以上を使用して撮影し、適切な階調処理、周波  
数処理、ダイナミックレンジ圧縮処理などを施した画像として出力する事が望ましい。  
注3）日本臨床細胞学会 細胞診精度管理ガイドライン参照  

注4）組織やstage把握のための治療など  
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